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随 意 契 約 理 由 書 
 
１． 修繕名 

コート岡山南プール柱脚修繕 

 

２． 随意契約の相手方 

大林ファシリティーズ株式会社 大阪支店 

取締役常務執行役員大阪支店長 松井 秀雄 

 

３． 随意契約理由 

コート岡山南は、市民の健康増進を目的にＰＦＩ事業（ＢＯＴ方式）により平成

16 年度より供用を開始した温水プールなどを有する施設である。令和元年度から

は、ＰＦＩ事業（ＲＯ方式）の第 2 期として、特別目的会社（ＳＰＣ）である大林

ファシリティーズ・コナミスポーツ共同事業体が運営を行っている。 

今回、ＳＰＣから温水プールに設置された柱脚 24 本のうち 13 本が腐食してお

り、構造体としての機能に今後影響があることが報告された。 

プール柱脚は、プール全体の構造を支える重要な構造物であり、腐食のさらなる

進行はプール利用者への安全面に問題があることから早急な復旧が必要となる。 

復旧に際しては、「岡山市当新田健康増進施設運営・維持管理事業」の要求水準

書「3－8 修繕業務」に基づき、ＳＰＣの構成員である大林ファシリティーズが行う

が、重要構造物であるプール柱脚であることから、今後腐食の発生を防止する施工

も合わせて実施する必要がある。 

本修繕は、柱脚の復旧と同時に施工を行う腐食防止対策補修であり、大林ファシ

リティーズが行う復旧作業と同時期に行う必要があるため、地方自治法施行令第

167 条の２第 1 項第 2 号による随意契約とし、岡山市契約規則第 24 条第 2 項第 2

号による単独見積もりとするものである。 


